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I,本マニュアルの目的― 被災地医師会、応援地医師会として一

僅かこの30年の間に、阪神・淡路大震災、東日本大震災、そして九州では熊本地震と

九州北部豪雨、西日本豪雨などと大な自然災害が発生した。

そのような中、行政では大規模災害が発生した際に、適切な医療体制の構築並びに調

整を行う医師を「災害医療コーディネーター」と位置づけ、官民一体となって災害医療

に紺応しようとする常J度が女台まりつつある。

本県では、南海 トラフ巨大地震をはじめ、地震・津波による甚大な被害が想定されて

おり、災害発生時に被災地域での救助・救出活動、避難生活者やヽ̂の支援を迅速に行うこ

とが求められている。

大分県医師会では、行政との連携を密にして大分県医師会災害医療マニュアルとして

災害医療対応を郡市医師会と共に構築することとした。

したがつて本マニュアルは、大分県で甚大な広域災害が発生した場合に、県内の郡市

医師会に所属する医療機関及び医師が、災害医療武穂を発災直後から自動的かつシステ

マティックに開始できるように作成したものである。

特に、DMATや 日本赤十宇社などの医療支援チームが到着する前の段階 (下図の郡市医

師会部分)について、活動を具体的に示したものである。

覇市E齢白医
療
支
援

T

十字社

時間

発災  数時間 数 日 数週～数月

図 1.災害医療支援チームの活動時期
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Ⅱ.災害対応 基本 戦 略

1.被災地域の医療機関の基本的な活動方針

(1)被災地域において診療機能が確保 されている病院や診療所等の医療機関では、

速やかに傷病者の受け入れ体制を整備するとともに、受入時の トリアージを行い傷病

者への応急処置等を行 う。また、医療機関内での対応が困難な重症者等については、

速やかに消防機関や地域医療本吉Б又は県医療本部へ、診療可能な医療機関への搬送を

要請する。

(2)自 院内で診療行為の継続が不可能な場合では、先ず病院避難を行いそれが完了

した後は、医師、看護師等の派遣、医薬品、医療資器材等の供給等により、近傍に設

置 された医療救護所又は他の診療可能な医療機関における医療救護活動を積極的に支

援する。

2.非被災地域の医療機関の基本的な活動方針

(1)非被災地域にある病院及び診療所等は、速やかに重症傷病者等の受入 とともに

必要な診療体制を整える。

(2)被災地で展開される医療救護活動を積極的に支援するため、関係機関からの要

請に基づき、医療救護班の編成及び派遣を行 うとともに医薬品、医療資器材等を供給

する。

災害が発生 し、被災地医療を支援する必要が生 じた場合に行 うことは以下の

4つである。

(1)被災地の医療需要を把握する

(2)被災地の医療供給能力を把握する

(3)応援側の医療資源情報を集める

(4)被災地への医療支援方法を最適化する

。 JMATを被災地へ派遣

・ 傷病者を被災地外へ搬出

災害医療に関与する者はあらゆる方法を用いて、これ ら4つ を実施するべ く互いに

協力 しなければならない。具体的には災害発生直後から郡市医師会が活動を開始 し、D

MATや 日本赤十字社を始めとする災害医療支援チームが着いた段階で連続的かつ相補

的な活動ができるようにしておくべきである。

最終 目的である医療支援方法が最適化 されるためには、刻々と変化 していく被災地

の医療需要と応援側の供給状況を、互いに連絡 して共有する共通状況図 (Co■Hlon oper

ational Picture)を 事前に作成 しておくことが
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有効である。大分県医師会の災害医療



医療需要の把握

専Π的聘H (資書E"― デイネ→ ―)

医療供給の把握

皇 ●止■1モ ●盛 皇 FerR五●醍 1ニュCtile

調整組織

① 直ちにお療を心要 とする者

・救急搬送者

・瓦礫の下の医療が必要な者

・自力で受診する者 〔医療機関、救護所等〉

○ 数 時間 以内の 医療 提供 が必要な者

・人工透新患者 (在宅、避難所・散護所 )

・在宅酸素、人工呼吸患者 (在 宅、避難所 ,救護所〕

・在宅で寝たきりの患者 (在 宅、避難所・救旨整所 )

・機能を喪失した医療機関の入院患者

O保 健 医療 の介入が 有用な者

・避難所への避難者

・妊産婦 新生児 乳幼児を抱えた者 (在 宅、避難所・救母達所 )

・日常的に投薬を受けている者 (竜宅、避難所・救護所 )

・精神患者 (在 宅、経難所・救護所)等

O地 域公衆衛生

医薬品や資機材

○ 地域 の 医療機 関

・災害拠点病院
,救急告示病院

・一般の医療機関

=特別な医療を提供する機関

透新、在宅酸素、人五呼吸患者

妊産婦

新生児・乳幼児・小児

O選 難 所・福 祉避難 所・救 護 Fデ

'0応 援 に来る医療チーム

・ 日本赤十宇社 ・DM韻
・島IAT      J DPAT

・看護協会  ・歯科医自師会

・薬剤師会  ・ゼ転IAT等

図 2.共通状況図 (Conlmon operational Picture)

Ⅲ.大分県の災害対応

1,大分県内に震度 5強以上の地震が発生した場合や大津波情報が発表 された場合等

には大分県福祉保健医療部に災害医療対策本部を設置する。

2.県内における医療救護活動は、行政、災害医療コーディネーター及び関係

機関により構成 される災害医療対策本部によつて統括調整 されることになっている。

(1)災害医療コーディネーター

大規模災害時に県庁等へ参集 し、災害時の医療救護活動を統括する地域の医療

提供体制に精通した医師 (あ らかじめ県が登録 )

(2)災害医療コーディネーターの業務

・被災地の医療需要の把握・分析・予測

・関係情報の収集・発信

・」MATを含む各種医療救護班の派遣及び活動に関する調整に係る行政への

専門的助言・技術的支援

・受入医療機関の調整、医療救護活動に係る行政への専門的助言・技術的支援
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(3)大分県庁に設置される災害医療対策本部の基本的組織構成 (下図 ;図 3.)

大規模災害発生時 [超急性朗 ]

大分県災害対策本部

医 療機 関の 投 災情 報収集

患者受 入可 能 医 療機関情 報収集

DMAT派 遣 、 受入調整

医 療救 護班 等 の 調整

医沸物資の 拓
=イ

早、調整

広域搬送調 整 (SC∪ 設置、搬 送手 段確 保 )等

病院の 被災 状 況確 認 → EMIS入 力

救急患 者受 入 体制 の構 築 → 患者受 入

D M A Ttttひ 医療 枚護ヤli等の 派道 、受 ム́、

広 域搬 送患 者 奪の 情報収集 確 認
→ EMIS入 力  等

オ 書 饉 章 コ ー ■ rキ ー ター

※広J敷防奥1電点(六
字翻 准肇盆憲渡 i

よ易前を選定して三負置

※広域 I力楽 拠点に SCuを 開 設す るこ とに 伴 tE費置

被災地
SCu言隻営

医 療枚護

MATTS(広 域医 療搬送 患者情報

管 理 システム )十膏報 収集、 入力  等

S C Ut航空搬送拠点鶴時医療施設)

厚生労働省

福祉保健 医療部

日本 DIM A T事務局職 員

医療活動支援班

災害 医療 対策本部

[要員 ]

災害医療 コーデ ィネーター

医療 T欠策課職員
DMAT(DMAT調 整本部員) 等

Jと 害医療コーティ|【 ―ター

大分 DMAT指 定病院

(22病院 )

うち災審拠点病院
(14病院 )

日本 DMAT事 務局

DMAT調 整本部

DMAT活 動拠 点本部

SCU本 部

(4)被災地との一体運営

・被災地域を管轄する保健所等 (保健所設置市)に地域災害医療コーディネ

ーターを配置

・COP(共通状況図)を踏まえて情報を収集・整理

・大分県医師会、郡市医師会等関係団体が行政と相補的活動

表 1.災害医療コーディネーターの配置 (派遣)先
区分 配置先 配置人数

県災害医療

コーディネーター

県庁内 (災害医療対策本部) 1～ 2名

地域災害医療

コーディネーター

被災地となった県内の市町村を管轄する保健所

大分県設置
。東部錫可府市) ・豊肥 (豊後大野市)

。中部 (臼杵市) ・西部 (日 田市)

・南部 (佐イ白市) ・北部 (中津市 )

大分市設置

。大分市保健所

各 1～ 2名

-4-



Ⅳ.本マニュアルと行政支援構造との関係

災害対応は、地域防災計画に基づく行政活動である。災害が発生 した場合、そ

の医療活動は行政、民間とい う区別ではなく、『 医師』 としてのプロフェッショ

ナ リズムによって成 されることを考えれば、医師会が行政活動について、その専

門部分を担い、行政組織 と緊密に連携 しながら災害医療の効率的運用を図ること

が有用である。

東 日本大震災等の経験を踏まえ、国では都道府県の役割 として、医療関係団体

の派遣要請や派遣中出の受入を行 うなどのコーディネー ト機能を担 うものとな

つている。大分県では、災害発生時のできる限 り早い段階で、災害医療コーディ

ネーターを、県庁内の災害医療対策本部及び、県内被災地域を管轄する保健所等

に配置することとした。これ ら、災害医療コーディネーターは COP(共通状況図)

に基づいて情報を整理 し、被災地の医療需要と供給の調整について行政支援を行

うこととし、大分県地域防災計画に位置づけられている。

本マニュアルは、県内で災害が発生 した際に、郡市医師会員が災害医療に協力

する際、効率的運用ができるよう大分県地域防災計画と相補的な役割を呆たすこ

とを目的に、被災地 となった医師会会員の具体的動き、及び医療供給側 となる

応援地医師会の情報収集体制並びに大分県医師会の対応について示 したもので

ある。

図4.本県の基本的情報収集体制

協定締結団体等 日本医師会

◆
COP

大分県医師会
→

応援地医師会

COP COP

大分県庁

行政計画i

医 出市 会 計 画

応援地医師会 被災地医師会

被災地保健所

地域災害医療

コーディネーター
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V。 それぞれの郡市医師会で必要な準備

(1)自地域の災害拠点病院、救急病院の把握

(2)災害時に対応する行政部署の把握

(3)地域防災計画の把握

・槻庁災害

・応急対応

・避難所、救護所

(4)会員に災害発生を知らせ、」
"lAT隊

員の登録をするシステム構築

※各圏域 1チーム必要 (県医 訓練の実施 )

(5)行政と地域災害医療コーディネーターが集まる場所の設定

(6)COP(共通状況図)に基づき情報を集めるシステム

(7)関係団体窓口の確認、連携方法の事前調整

。大分県透析医会

。日本透析医会災害情報ネットワーク

。大分県臨床工学技師会

。在宅酸素療法、人工呼吸器使用患者

※難病指定忠者は保健所が把握

※在宅酸素患者については各医療機関が把握

・小児・周産期対応に関する団体

。その他、災害時要援護者に関する団体

(8)本マニュアルの理解

(9)」MAT編成果準の作成

・医師

。事務担当者

・看護師 (対応場所での看護協会 との連携を含む)

・薬剤師 (姑応場所での薬剤師会との連携を含む)

(10)医療資機材・薬剤の調達方法

(11)訓練

-6-



Ⅵ。具体的行動

1 自地域が被災地となった場合の行動

地壊繰機藤等

C

亭崩に曇嫌きれている
地域Jと 害匿機コーTイネーター

8'i匿 陣後投員

郎市露師,f苗

Ｃ

Ｃ

員愛喜臨伐れ―fイネーター

地域漿書区森浄―fr本一`ター

瑠μ布臣師會敬急災を担当暇事
担当

理事

控当

開1理事
都市匿節後数急雙書醐糧当曖事

図 5。 担当理事、副担当理事の行動

○ 被災地郡市医師会担当理事の行動 ⇒ 災害医療対策の一部 となる

(1)家族 と自身の安全を確保する

(2)自 施設の状況確認

(3)机からCOP(共通状況図)を取 り出す

(4)地域の保健所等に行 く

(5)保健所等到着を郡市医師会、県災害医療コーディネーターに知 らせる (登録 )

(6)下記の災害医療を構築する関係者を把握 し、連絡手段を確立する

。緊急連絡網の作成

。地域で DMAT統括を行 う者 (統括 DttT)

。地域災害拠点病院

・行政の災害医療担当者

。県災害医療コーディネーター

・県に参集した」MAT等調整本部 (医師会関係者)

。広域災害・救急医療情報システム (EMIS)を 担当する者

・ 自医師会員の行動調整を行 う者

(7)災害医療を構築する関係者の情報を郡市医師会の副担当理事に知 らせる

(8)担当者等 と協力 しながら可能な限 り地域の COP情報を集める

(9)集めた COP情報を、適宜、大分県庁の JMAT等調整本部に知 らせる

(10)同様に郡市医師会の副担当理事に知らせる

(11)郡市郡市医師会員の初期役割分担を決める

。災害拠点病院支援

・救護所支援

・避難所支援
。自医療機関での患者受け入れ
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(12)郡市医師会事務局に会員の行動調整指示を出す

(13)地域災害医療コーディネーターの季J着 を待つ

(14)地域災害医療コーディネーターと共に今後の方針を検討する

(15)自 身の役割が継続できるような人的調整を行 う

○ 目1担当理事の行動 ⇒ 郡市医師会の統括

(1)家族 と自身の安全を確保する

(2)自施設の状湖1確認

(3)机からCOP(共通状況図)を取 り出す

(4)郡市医師会に行 く

(5)郡市医師会到着を担当理事・保健所等に知 らせる (登録 )

(6)大分県医師会に災害射応体制立ち上げを知 らせる

(7)事務担当者を指名する

。会員医療機関の傷病者受け入れ可能情報を集める者

・担当理夢、副担道理事をサポー トする者

・県医師会と淳絡する者

・」MATを編成する者 (継続的派遣を含む)

。必要となる資機材・薬剤の調整を行 う者

(8)担当者等と協力 しながら可能な限りCOP情報を集める

(9)保健所等に到着 している担当理事へ情報を逐次連絡する

(10)自 身の役割が継続できるような人的調整を行 う

○ 会員の行動

(1)家族と自身の安全を確保する

(2)自施設の状況確認

(3)机からCOP(共通状況図)を取り出す

(4)郡市医師会又は県医師会に連絡する (登録)

※連絡がつかない場合は県医師会へ連絡

報告事項
。自分の名前と連絡先

・自医療機関の被災状況並びに傷病者受け入れ′可能状況

・」はTへの参加可否

・持ち出し可能資機材・薬剤

(5)自施設の状況を入力 (ID:         PW i
【無床診療所の場合】おおいた医療情報ほっとネット

【病院 。有床診療所】広域災害・救急医療情報システム (EMIS)

(6)保健所等にいる担当理事、郡市医師会の事務局にCOP情報を伝える。

(7)持ち出し資機材・薬剤の準備

(8)郡市医師会からの指示を待つ
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○避難所、救護所に出動 した会員の行動

(1)避難所・救護所到着を郡市医師会又は県医師会事務局へ知 らせる

(2)出動 した医療救護チームの看護師等 と役割分担

・医療に関する情報 (COP)をまとめる者

・避鋒所 。救護所環境に関する情報をまとめる者

(3)避難者・救護者の概要を把握する

。数

・男女比 と年齢構成

・環境 :湯雑度ライフライン、 トイ レ等

(4)保健所等にいる担当理事、郡市医師会の事務局に COP情報を伝える

(5)必要な応援を伝える

○ 医師会事務局の行動

(1)家族と自身の安全を確保する

(2)机からCOP(共通状況図)を取 り出す

(3)医師会館に行 く

(4)医師会館到着を会長、担当理事、副担当理事に知 らせる

(5)保健所等にいる担当理事 と連携の下、副担当理事 と協力 して以下の担当者を指名

する
。会員医療機関の傷病者受け入れ可能情報を集める者

・担当理事、副担当理事をサポー トする者

・県医師会 と連絡する者

・」MATを編成する者 (継続的派遣を含む)

。必要 となる資機材 。薬剤の調整を行 う者

・関係者の食事等を準備する者

(6)」MATを編成する

(7)」MATへ出向避難所を指示

(8)担当者等 と協力 しながら可能な限 りCOP(共通状況図)情報を整理する

(9)保健所等にいる担当理事へ情報を逐次連絡する

(10)自 身の役割が継続できるような人的調整を行 う

(11)調達可能資機材・薬剤の確認
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表 2. COP項 目

(月 1,孫 2)

避難所情韓 日報
(共五構貧)

活動日

r輸
騰M )

生   日  H

避韓所活動の目的 :

・″ム`衆機生的立場から避難崩での住民の生おを他韓し、予,負llされる同題と当面の「留決オ造、今後の課題と対蛍を検針するぅ

だけ防ぐための生活行動が取れるよう援Rlチする.

担難肺名 所在地(都巌府県.市町Ⅲ名, 程難を数

人 喪 : 人

電紙 FAX 施設の広さ

入ベース密度 過密 ・ 題産 ・ 余構

越
敵
所

の
種
況 交逓機関(遷難所と外との交通手段〉

メ'指

「

,命 令累悦

勇名(立4)
代表者の情報

有 (

ム 人 )

無

人

外 の 祗 激 、避 酷 漁 転 ′よどを腫 設 の機 曼 凶 (屋阿

含む〉

人 数
下ランティア

ヽ

人)・ 無有〈チーム数 ,

有の場合、構程〔

組
機
や
活
動

隠無の提篠状況

敷籠所   有 ・ 無   巡回診槻 有 ・ 鎌

地域の饉師との連絡  有 ・ 無

醍斑 言 へ の 幅 報 伝 達 子 粧 〔暴 転・硝 示 稼・マ イ

ク・テラシ配布など)

対 応

不通 ・ F漏通 ・ 予定〔

・ 予定 {

(

閉通

不通 ・ 開通 ・ 予定〔

・ 予定〔 )

ライノライン

)無 ・ 有I使用可

`有〈使用可 。使用不可 )

{悼需可 `値 用不可
'

隠明   無 ・ 有{慎府可 ・ 使用不可 〉

(使用可 ・ 使用竿可

'使用不可 ・ 使屏可〔

看補 ,くみ取り

箇所,

不良 ・ 警 ・ 良

幸掃 肖毒 無 ・ 有

トイレ

い場 無 ・ 有

無 ・ 有(清掃状況

設備状況と
衛生面

興煙所  無 ・ ′街(分煙 : 無 ・ れ ,

不良 ・ 音 々良 床の清掃無 ・ 有

ゴミ収基場所   嫌 ,有 題き轡え 無 ' 有

里調管理   不遇 ・ 適

″底   無 ・ 有 生活騒音 Tヽ進 ,適

無 ,有

単場所  無 ,有

生活環境の
熾,生 面

ベット対策 無 ・ 有 バットの収

1 3

無

環
境
的
側
面

食事の供給
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通難所選難書の状現
(共通韓貧)

日椒

避難付千活動の 目的 〔

・公衆衛生的立場から埋雄所での住民の生活を181足 し、予測される問題と当面の解決方法、今後の銀題と対策を検 討する.

人や家族 がれ箕(災によ

対応・特 Hこ率環

配
慮
を
要
す
る
人

人

児 童 人 うち知的障害児

人
:を器禦置悪馨

人

胆
楽
者
群

服葉を

うち扇血圧治療栗
人 うち縮床務治療案

うち向捕れ墓

人

人

大

有
鮭
状
著
数

人数の子巴起 総 数    1緊 祐 .幼 l,Iう ち妊母
iう

ち高齢奢

轟ξ :|

三Ξ三{正 三{:三 丞
人 I      人 :       人

人 I     人 :       人

窪巽 :|:::::::

人

人

人

入

人

防
座
的
側
面 懇彙虚注状 、その他

ま
と
め

全体の健康 状態

溝動内容

アセスメント

課題′申し送 り

参考資料 :表 2「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」

(平成 29年 7月 5日 付 科発 0705第 3号地厚生労働大臣官房厚生科学科

長等連名通知)の (別添 2)「避難所情報 日報 (共通様式)」 )

日 密敬 管(所瓢・職 名〕
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2自 地域が応援側になった場合の対応概念と行動

基本戦略の赤線部分を担当

(1)被災地の医療需要を把握する

(2)被災地の医療供給能力を把握する

への医 る4

医療チームオとヽ被災地Vヽ、派遣

傷病者を被災地外へ搬出 ⇒ 受け入れ

(3)応援側の医療資源情報を集める

COPでは赤枠部分についての情報収集をして、大分県医師会に報告する。

図 6。 応援側の共通状況図 (Colrlmon operational Picture)

専旧備騎督守く貴帝 ギ イネ‐ ―)
生。11」れHa豊理屋:1●■al三ittlue

調整組織

C直ちに治療を必要とする者

と散急搬送者

と瓦礫の下の医療が必墾な着
,自 力で受診する者〔医療機関、救歴所等)

O数時間以ltt T,医療提供が必要な者
二人工近析患者藍在宅上避難所畢数護所〕

と在宅酸素、大五呼吸患者 t在宅、避難誘a散競所ユ

r在宅で寝たきりの患者(在宅射盤雄所J救謹所,

a機能を喪失した医療機関の入院惑者

Ol累健医療の介入が有用な者

=避難所′ヽの選難者

`妊産婦 新生児 乳幼児を抱えた者〔在宅“盤難所口救謹所ユ

・日常釣に投薬を受けている者 (在宅二避難所れ数謹所〕

r精神患者〔在宅.避難所ヨ救謹所〕等

C)地域螢衆衛生

医薬―品や資機構

0地域の医療機関

・災害拠点病院

O避難所色福串止避難 F~斤
b級畿 F~す子

④ 応援に来る医療チーム

。日本赤十字社 おDttJ
ヨ

」卜 生 氏 T
疱DPAT

a看護1熟会  日歯科医師会

・菓剤師舎  B劇臨暉 等

医療需要の把握 医療機構の把握

と一般の医療機関
t特別な医療を提供する機醒

透続、在宅験素.人工呼吸患者

妊産錦

新生児。乳幼毘B小児

教急告示病院
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○ 応援地郡市医師会担 当理事、副担 当理事 の行動

(1)机からCOP(共通状況図)を取 り出す

(2)自施設の状況確認

(3)君焉市医自下会イ暫子く

(4)郡市医師会到着を県に参集 した 」はT等調整本部に知 らせる

(5)下記の災害医療を構築する関係者を把握する

。県災害医療コーディネーター

・県に参集 した JllAT等調整本部 (医師会関係者 )

・行政の災害医療担当者

。自地域受け入れ可能医療機関情報狩集める者

・資機材・薬剤の情報を集める者

・」卜lAT編成、調整を行 う者

(6)担当者等 と協力 しながらCOPの赤枠情報を埋めていく

(7)県医師会に適宜情報を提供する

(8)県医師会から自郡市医師会の役割分担が提供 されるのを待つ

(9)役割が決まったら会員に行動を指示する

(10)被災地からの傷病者受け入れ調整、派遣 した 」MATか らの情報を得る

O 会員の行動

(1)机からCOP(共通状況図)を取 り出す

(2)自施設の状況確認

(3)郡市医師会に連絡する (登録 )

。自分の名前と連絡先

。自医療機関の傷病者受け入れ可能状況

。」MATへの参力日可否

・提供可能資機材 。薬剤

(4)自施設の状況を入力

(IDI          PW
【無床診療所の場合】おおいた医療情報ほっとネット

【病院・有床診療所】広域災害・救急医療情報システム (EMIS)

(5)郡市医師会からの指示を待つ

○ 事務局の行動

(1)机からCOP(共通状況図)を取 り出す

(2)郡市医師会に行 く

(3)郡市医師会到着を会長、担当理事、副担当理事に知 らせる

(4)郡市医師会内で以下の担当者を指名する

。自地域受け入れ可能医療機関情報を集める者
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・」卜lAT編成、調整を行 う者

・提供可能資機材 。薬剤

。関係者の食事等を準備する者

(5)」卜lATを編成する

(6)郡市医師会担当理事、副担当理事に下記の情報を提供する

。受け入れ可能医療機関

。派浩可能 JttT

・提供 日1能資機材・楽斉‖

(7)自 身の役害Jが継続できるような人的調整を行 う

Ⅶ.大分県医師会の役割と具体的行動

大分県医師会は次の4つの役害Jを担う

① 県災害医療コーディネーターの全面的支援

② 各郡市医師会から」MAT大分の派遣調整に資する情報を収集 。調声上々し、

県災害医療コーディネーターに掃供する

③ 県災害医療コーディネーターからの指示を各郡市医師会に伝える

④ 日本医師会や九州医師会連合会等の災害協定締結団体からの支援調整

○ 会長の行動

(1)自身と家族の安全を確保する

(2)白施設の状況確認

(3)大分県医師会館に行 く

(4)机からCOP(共通状況図)を出す

(5)COPに 関する情報から現状の災害医療需要―供給の全体像を把握する

(6)災害医療の包括的対応・指示を行 う

O 副会長の行動

(1)自 身と家族の安全を確保する

(2)自施設の状況確認

(3)大分県医師会館に行 く

(4)机からCOP(共通状況図)を取 り出す

(5)COPに 関する情報から現状の災害医療需要―供給の全体像を把握する

(6)担当理事に下記のいずれかの指示を出す

。大分県庁災害医療封策本部に行 く

・大分県医師会館に行 く

。被災地の保健所等に行 く

。被災地の医師会館に行 く
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(7)事務局に以下の役割分担を指示する

。郡市医師会事務局へ管内の被災状況報告を依頼する

。日本医師会 とJMAT派遣調整

。大分県内郡市医師会 と」ⅢIAT派遣調整

。九州医師会連合会等の災害協定締結団体と」MAT派遣調整

・九州医師会連合会幹事県へ被災状況報告

・県災害医療コーディネーターとの連絡

・宿泊の手配

・継続的運営のための人材調整

災害医療コーディネーター

県庁等へのリエゾン等

○ 担当理事の行動

(1)自 身と家族の安全を確保する

(2)自施設の状況確認

(3)机からCOP(共通状況図)を取 り出す

(4)大分県医師会からの指示により以下のいずれかを実施

。大分県庁災害医療対策本部に行 く

。大分県医師会館に行 く

。被災地の保健所等に行 く

。被災地の医師会館に行 く

(5)必要な支援を実施

○ 県に登録されている災害医療コーディネーターの行動

(1)自 身と家族の安全を確保する

(2)自施設の状況確認

(3)机からCOP(共通状況図)を取 り出す

(4)大分県医師会へ連絡 して以下を報告 (登録 )

。現在の自分の状況

。いつ、どこに参集するべきか

。連絡の維持方法

○ 事務局の行動   ※職員全員対象

(1)自 身と家族の安全を確保する

(2)大分県医師会館に行 く

。郡市医師会事務局へ管内の被災状況報告を依頼する

。日本医師会 と」MAT派遣調整

・大分県内郡市医師会 と」ⅢlttT派遣調束整

。九州医師会連合会等の災害協定締結団体とJMAT派遣調整
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。九州医師会連合会幹事県へ被災状況報告

。県災害医療コーディネーターとの連絡

・宿泊の手配

。継続的運営のための人材調整

災害医療コーディネーター

県庁等へのリエゾン等

(3)大分県庁に行 く ⇒ 災害医療対策本部に入る

(4)大分県庁に行 く ⇒ 県災害医療コーディネーターの補佐

Ⅷ.災害医療の基礎知識

○ 避難所

自治体の地域防災計画に基づいて設置されている避難施設

○ 福祉避難所

主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者 (介護や福祉サ

ービスが必要な者)のための避難施設

参考 :福祉避難所の確保・運営ガイドライン

内閣府防災 ― .bousai.go.jp/。 _/pdf/1604hinanjo hukushi_guideline.pdf

○ 救護所

多数の負傷者が一度に発生した場合や、医療機関が多数被災し十分機能しな

いと判断した場合等に、市町村により設置される臨時の医療施設

○ 災害医療支援チームの基本的な役割 (図 11)

区分 主な役割

DMAT 病院支援 (急性期医療支援)、 医療搬送対応、現場緊急医療

JMAT

日本赤十字社

医療救護所支援、避難所巡回診療支援

医療救護所設置 日運営、巡回診療、こころのケア

DPAT 精神科病院の支援、心のケア (避難所巡回)

歯科医師チーム 歯科医療支援 (避難所巡回)

薬剤師チーム 薬剤処方支援、薬剤供給調整 (医療救護所、避難所)

災害支援ナース 看護業務支援 (医療救護所、避難所 )

JRAT リハビリ支援 (避難所 )

その他 系列病院の支援、避難所巡回診療支援 等
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Ⅸ.参考資料

1

連絡先一覧

郡市等医師会

為 称 住 所 T 局  番 電 話 番 号 FAX 番 号

豊後高 田市
豊後高田市金谷町 1185番地

加宝インテックビル K202
879-0623 0978 22-3082 24-3187

国 東  市
国東市国東町小原 15歩 1

シ
$ョ

イアサーレン
゛
テ
Sン
スZ-1 105

873-0511 0978 72-3892 72-3963

速見郡杵築市 速見郡 日出町 388415 879-1506 0977 72-1230 72-1866

大 分 郡 市 大分市大宇荏隈宇庄の原 17901 870-0876 097 546-1163 546-1173

大  分  束
大分市大在中央 1丁 目 12番 1号

メゾン芦刈 102号
870-0251 097 592-3142 593-2128

佐  伯  市 佐伯市鶴谷町 1丁 目訂番 28号 876-0811 0972 23-1300

22-0705

24-1660

22-6149豊 後 大野 市 豊後大野市二重町百枝 1086番地 12 879-7152 0974

竹  田 市 竹田市大字拝四原 448番地 878-0025 0974 62-3058 63-0516

玖  珠  郡 玖珠郡玖珠町大字山田 2696番地 879-4412 0973 72-5550 72-5144

日 田 市 曰田市清水町 803番地の 1 877-1232 0973 24-2228 24-7080

宇  佐  市 宇佐市大字南宇佐 635 872-0102 0978 37-3000 37-1603

大  分  市 大分市大宇宮崎 1315番地 870-1133 097 568-5780 567-1934

別  府  市 別府市上田の湯町 10番 5号 874-0908 0977 23-2277 24-7664

中 津  市 中津市大字永添 21108 871-0162 0979 22-0993 24-1486

津 久 見 市 津久見市大宇千怒 60H番地 879-2401 0972 82-1123 82-8411

臼 杵  市 臼杵市大字戸室字長谷 1131番地 1 875-0051 0972 63-0099 63-6163

大分大学医学部 由布市狭間町医大ケ丘 11 879-5593 097 586-5008 586-5058
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2 大分県

3 保健所

名 称 住 所 T 局番 電話番号 FAX署辟手許
災害時緊急

連絡用携帯

大 分 県 福 祉 保 健 部

医療政策口果(政策医療班 )

大分市大手町 3丁 日

1番 1号
870-8501 097 506-2659 506-1734 090-9592-5496

大分県福祉保健部健康

づくり支援課

(管理・疾病対策班)

〃 〃 〃 bl)6-26イ r2 bl)6-1′ /3b

名 称 住 所 一Ｔ 局番 電話番号 FAX番号

東部保健所 別府市大字鶴見字下田井 1411 874-0841 0977 67-2511 67-2512

中部保健所 臼杵市大字臼杵字洲崎 7234 875-0041 0972 62-9171 62-9173

南部保健所 佐伯市向島 1411 876-0844 0972 22-0562 25-0206

豊肥保健所 豊後大野市二重町市場 9342 879-7131 0974 22-0162 22-7580

西部保健所 日田市田島 225 877-025 0973 23-3138 23-3136

北部保健所 中津市中央町 卜1042 871-00兄 4 0979 22-兄 210 22-2211

大分市保健所 大分市荷揚町 61 870-0046 097 536-2222 532-3105
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災害拠点病院
指定状況

H9.3.28

H9.3_28

H93.28

H9.3.28

H9328

H26.3.26

H9328

H9328

H9328

H9328

H15,10.7

H9328

H22101

H30320

DMAT病院
指定状況

19年度指定

H2024

刊4病院

20年度指定

H21330

4病院

23年度指定
H231124
2病院

25年度指定
H2631
1病院

29年度指定
H3031
1病院

病院名

国東市民病院

新別府病院

大分県立病院

大分市医師会立アルメイダ病院

大分赤十字病院

大分中村病院

大分三愛メディカルセンター

大分大学医学部附属病院

臼杵市医師会立コスモス病院

南海医療センター

豊後大野市民病院

大分県済生会日田病院

中津市立中津市民病院

宇佐高田医師会病院

別府医療センター

大分県厚生連鶴見病院

医療法人敬和会大分岡病院

天心堂へつぎ病院

大分医療センター

佐賀関病院

竹田医師会病院

大久保病院

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

奨害拠点病院 B大分DMAT指定病院の指定状況 ふ
　
＞
ゆ
加
浮
叫
溝
芳
罰
訂

災害拠点病院・大分DMAT与旨定病院の配置状況

中津市
宇佐高田

医師会病院

★…災害拠点病院、大分DMAT指定病院
△…大分DMAT指定病院

姫島村

◇

別府医療センター

大分県厚生連鶴見病院

分赤十宇病院

大分中村病院
大分岡病院

新男J

分県立病院

大分市医師会立
∫アルメイダ病院

大分県済生会
日田病院

大分 大

大久保

大分三愛メディカルセンター

天心堂ヘ

竹田医師会病院

臼杵市医師会立
コスモス病院

地域医療機能推進機構
南海医療センター

豊後大野市民病院 6

国東市

豊後高 田市

佐伯市

杵築市

大分市

豊後大野市

★

由布市

★

宇佐市

九重町

玖珠町

中津市

日田市
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医療需要の把握

【共通状況囲 〔Common
C:uIれ ,T呻 開

聖 い げ
「

溺lifind i 」 ぜ lLtt rf

Operational Picture〕 】

医療供給の把握 |

① よ血ユ或の 医 療 機 関⑤ 直 ち に治 療 を必 要 と
・
する者

・ 災害拠 点病 院q救急搬 送者
・ 牧急告 承病 院嘔瓦 礫り 下の医 療が 必要 な着
B一般の 臣廉機閣編自力で受静 する者 〔屋 療機関 に救護 所等 〕

・ 特別な医療を提供する機 関
(〕 姜史司寺間 u内 の 医 療 提 供 が 必 要 な 者

透新 、在宅 醸鍛 .人正 呼吸 患 香
口人 三極 析患着 (在宅 Ⅲ赳難 所 と牧護所 )
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⑭ 保 健 医療 の台入 が 葡用慈着           ⑬ 感援 に素る睡猿チーム

・避雄所4り避難者                 曝日本謙十字払 嘔BMAT
H妊産婦 新生児 畢L幼 児を抱えた者 (在宅¬避難所□数護所〕 cJMAT    tt DPA‐r

・ 日常的 I二投菫を受 iすている者 (在宅寺遥難所・枚護所〕  6番 護協幾  西歯轄医師裳
日精神患者 (在宅、避批所。撒護所〕等          B纂 剤師会  破A曲電T等
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衣視模事旅。策審への体系的な対応に必専な項目

CSCATTT
医療管理項目

3T

医療支援項目
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‥ and and Con+roI(指 揮,統制。調整・連携 )

Si Safe+v

Ci CommunHDa+,on
A:Assessmen+

(安全 )

(評価 )

(情報伝達 )

Ci Co

T:Trttage

T:TFeallmenl
T:Trans,oFI

(卜∬「T―ジ)

(搬送)

(治療)

MaJoP Inci∬ enl MedicaI Managemen+and Suppor十 (MIMM&太事旅贅害への医療対応 ;英回)Advanced courseかとlBI岡・歌変



CSCA Command(指揮)and 00mⅢFOI(統割。調聾!連携)

確立すべとl渉 各機関向での“字手
"の

指揮系統 こ

各レベfbでの関係各機関の“ヨコ"の
連携

"
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ヤ

ｈ
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Ｌ

I11

(通常遠隔 )

医療警祭消防

策客現場の

最高責任

策客現場
最前線

MaJoP Inciden+Medictt Managemen+anJ Su,,or+(MIMM&太事旅策害への医療対応3芸口)Advanced couFSeユ blEIR・ 欧変
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